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運行管理者（基礎・一般）講習の確実な受講について 

 

運行管理者の講習については、選任された運行管理者に対し「２ヵ年度ごとに１回」

の受講が義務付けられているとともに、新たに選任された運行管理者には、選任された

日が属する年度内の受講が義務付けられていますが、令和２年度の巡回指導において、

運行管理者の講習未受講が多く見受けられる状況です。 

未だ新型コロナウイルス感染症が流行している中ではありますが、年度内に講習が開

催されている限り、当該年度中に受講すべき管理者が講習を受けなければなりません。 

各認定機関でも、収容人数の削減、換気等を行い感染防止対策を講じて実施しており

ますので、事業者の皆様には手帳等を確認していただき、受講漏れがないよう確実な受

講をお願いします。 

なお、年度内受講とは「４月から翌年３月まで」であり、暦年の「１月から１２月ま

で」ではありません。例えば、２０２０年１月に受講した場合は、２０１９年度の受講

となり、次回は２０２１年度中に受講しなければなりませんので注意してください。 

また、（一社）群馬県トラック協会では、(独)自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）群

馬支所、㈱ぐんま安全教育センター（前橋自動車教習所）、㈱ＨＳＣ（足利自動車教習

所）、ヤマト・スタッフ・サプライ㈱の４団体と提携し、会員事業者の皆様については

一般講習の受講に対し助成金が適用され、費用がかからずに受講できる仕組みとなって

います。 

講習の申し込み方法は各認定機関によって異なりますので、それぞれのホームページ

等で確認してください。 

 

 

※ 平成２４年４月１６日以降に当該事業者において新たに選任された運行管理者が、

基礎講習（３日間）を受講したことがない場合には、選任された日の属する年度内

に基礎講習の受講が義務付けられていますのでご注意ください。 

そのため、新たに選任された運行管理者が過去に基礎講習を受講したことがあるか

について、修了証書や講習手帳などで確認する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。 
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